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甲州市教育委員会 

 

 

 



第７回教育委員会 会議録 

 

 日 時  令和７年７月１６日（水）（午前９時３０分から） 

 場 所  甲州市役所２階 第一会議室 

 

一 出席した委員は次のとおりである。 

  教  育  長   小 林 俊 彦     職 務 代 理   加 藤 幸 夫 

委     員   依 田 智 子     委     員   反 田 千 佳 

委     員   廣 瀬 文 武 

 

一 欠席した委員は次のとおりである。 

（なし） 

 

一 出席した者は次のとおりである。 

  教育総務課長   清 水   修     教育総務課Ｌ   丸 田 美津恵 

  教育総務課Ｌ   小 林 絵 美     生涯学習課長   小 林 好 彦 

  生涯学習課Ｌ   八 巻 一 也     指 導 主 事   金 森  淳  

指 導 主 事   堀 井 ますみ     教育総務課Ｌ   内 藤 智 子 

事 務 担 当   加賀爪 あ み 

   

一 欠席した者は次のとおりである。 

 （なし） 

 

 

一 会議に付された案件は次のとおりである。 

日程第１ 教育長諸般の報告について 

日程第２ 報告第４号 甲州市フリースクール利用者支援事業費補助金交付要綱制定について 

日程第３ 報告第５号 令和６年度甲州市教育委員会の事務に関する点検・評価報告について 

  



教育長     ただいまから、第７回定例教育委員会を開会いたします。 

本日の出席委員は５名で定数に達しております。本日の会議録署名委員に依田委員を指名い

たします。 

それでは、議事日程に基づき、会議を進めます。 

［日程第１］ 

教育長     日程第１ 教育長諸般の報告を行います。 

それでは、お手元にお配りしてあります、諸般の報告をご覧ください。 

本件についてご質問、ご意見等ございませんか。 

 

             「なし」の声 

         

以上で、教育長諸般の報告は終了いたします。 

 

［日程第２］ 

教育長     日程第２ 報告第４号 甲州市フリースクール利用者支援事業費補助金交付要綱制定につ

いて、事務局から説明をお願いします。 

 

教育総務課長  報告第４号 甲州市フリースクール利用者支援事業費補助金交付要綱制定について、説明を

させていただきます。要綱の概要を併せて作成しましたので、そちらに基づいて説明をさせ

ていただきます。 

まず、今回この要綱を策定した趣旨ですが、不登校の児童生徒の社会的自立を支援し、個々

の特性に合った居場所を確保するため、民間フリースクールを利用する不登校児童生徒の保

護者等に対して、経済的負担を軽減することを目的としています。 

要綱の制定の背景として、近年不登校児童生徒数は増加を続けていて、令和５年度児童生徒

の問題行動・不登校等生徒指導上の諸問題に関する調査では、過去最多であったということ

があります。このような中、国では令和５年に「誰一人取り残さない学びの保障に向けた不

登校対策」通称ＣＯＣＯＬＯプランを取りまとめたこともあり、不登校の児童生徒全ての学

びの場を確保し、学びたいと思ったときに学べる環境整備、個々のニーズに応じた受け皿を

整備することが求められてきています。 

本市におきましては、令和４年に、教育支援センター「ひだまり教室」を設置し、学校復帰

に向けた取り組みを行っているところであります。さらなる教育機会の確保に向けて、指導

要録上の出席扱いのガイドラインを定めまして、民間運営によるフリースクールと連携を進

めているところであります。今回この要綱につきましては、民間のフリースクールを利用さ

れている方の中で、就学援助費を受給されている方に関しまして、その利用料の一部を負担

するものでございます。 

補助対象者は、基本的には、ただ今申し上げたフリースクールを利用されている方で、かつ、

就学援助費を受給されている世帯になります。さらに民間フリースクールに関しましては、

指導要録上の出席扱いとしている学校ということで定めさせていただいております。 

具体的なところでございますが、概要最下部にあります「補助金の額」に関しましては、月

ごとに算出をいたしまして、一人につき、授業料の２分の１、または１万５千円を上限とい

たしまして、そのいずれかのうち低い方を助成するものでございます。現在、この１万５千

円という金額は、授業料の２分の１ですので、各月の授業料３万円相当額が上限という形に

なっています。 



現在、フリースクールを利用されている方で、指導要録上の出席扱いとされている方がおり、

市内では２カ所の施設を利用されています。その中の就学援助費受給世帯につきましては１

世帯ございますので、その方が該当者になります。 

先ほど申し上げました、利用中の民間フリースクールに関して、２施設ございますが、その

授業料を確認しましたところ、月額としては３万円弱でしたので、そこを上限とさせていた

だいたというところでございます。 

この要綱に関しましては、公布の日から施行いたしまして、令和７年４月１日に遡る、遡及

適用させていただいて、そこから適用をさせていただければと思います。 

このことに関しましては、６月議会におきまして、補正予算計上をさせていただいて既に議

決をいただいているということでございます。 

説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

 

教育長      それでは、教育総務課長からフリースクール利用者支援事業費補助金交付要綱につきまして、

説明がありましたが、委員の皆様方から何か質問はありますか。 

 

依田委員    民間のフリースクールについて「市内児童生徒が利用中の施設が２カ所ある」とおっしゃっ

ていましたが、民間フリースクールというのは、各市町村にあるものなのでしょうか。 

 

教育総務課長  県のホームページで、フリースクールとして紹介されている施設は１８ございます。 

ただし、フリースクールとしては１８施設あっても、要綱上の補助対象となるのは、その中

でも各学校長が出席として認めている施設ということになりますので、現在においてこちら

で対象となるのは、２施設という状況でございます。 

 

依田委員    ２施設というのは、１人のお子さんが２つの施設を利用しているのですか。 

 

教育総務課長  ２施設に、全部で４人通っております。 

 

依田委員    教育支援センター「陽だまり教室」ではなくて、民間のフリースクールに通っていらっしゃ

るというのは、保護者の方の考えや子ども本人の希望ということでしょうか。 

 

教育総務課長  「陽だまり教室」、フリースクールは共に不登校の対策にはなりますが、不登校の状況につ

いては子どもによって本当に様々です。 

「陽だまり教室」は、学校に戻るということを一つの大きな目標としています。フリースク

ールに関しては、お子さんの状態に合わせて、フリースクールでずっと学ぶのか、学校に戻

るのかが変わってきます。フリースクールは必ずしも学校に戻るというのが目的ではないと

いったところもあったりしますので、甲州市ではそのお子さんの特性に合わせて学びの場を

設けているという状況です。 

 

依田委員    ありがとうございます。 

         では、毎日通っていらっしゃるお子さんもいれば、週に１回２回といった方もいて、通学の

仕方もお子さんの状況に合わせているということでしょうか。 

 

教育総務課長  はい。 



 

依田委員    わかりました。ありがとうございます。 

 

教育総務課長  国で定めたＣＯＣＯＬＯプランの中でも、様々な特性のお子さんがいらっしゃるので、一人

一人のニーズに応じた多様な学びの場を確保していくと明文化されています。 

そのため、今回このような形でフリースクールに係る要綱を作らせていただきました。 

 

廣瀬委員    もし支障がなければ、どこにフリースクールがあるのか教えていただけますでしょうか。 

 

教育総務課長  現在利用者のある２施設に関して、１施設は山梨市牧丘地区、もう１施設は塩山地区内にご

ざいます。 

 

廣瀬委員    フリースクールを利用している子どもというのは、市内の施設に限らず、市外の施設に行っ

ていても、補助の対象となるのでしょうか。 

 

教育総務課長  はい。市内にお住まいのお子さんが対象という形になります。 

 

依田委員    常に学校と密接に連絡をとってということですね。 

 

教育総務課長  はい。 

施設の状況を、学校長と教育総務課の職員で一緒に行って確認し、そのお子さんに合った施

設であるかどうか判断するといったところから支援が始まります。「この施設であればこの

お子さんに合っている」ということになれば、学校長が出席として認めるという形をとるの

で、その施設が補助対象として認められたわけではなく、お子さんと施設との関係から出席

を認めると判断された形になります。施設とお子さんとを必ずマッチングさせることが必要

になってきますので、状況によっては、Ａさんでは認められてもＢさんには「ちょっとここ

は合わないね」ということも、今後起こりうることも想定されます。 

 

依田委員    ありがとうございます。 

 

教育長     他の質問はよろしいでしょうか。 

 

               「はい」の声 

 

教育長     それでは、報告第４号 甲州市フリースクール利用者支援事業費補助金交付要綱制定につい

ては、報告でございますので以上とさせていただきます。 

 

［日程第３］ 

教育長     日程第３ 報告第５号 令和６年度甲州市教育委員会の事務に関する点検・評価報告につい

て、事務局から説明をお願いします。 

 

教育総務課長  では、報告第５号 令和６年度甲州市教育委員会の事務に関する点検・評価報告について説

明をさせていただきます。 



        手元の資料の中、報告書の１ページをまずお開きいただければと思います。 

        地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項に規定されていますとおり、教育

委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、

結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに、公表するということが決められて

おります。 

        今回の評価でございますが、令和６年度、昨年１年間の状況につきまして、ご報告をさせて

いただくものでございます。 

        まず、点検・評価の対象になりますが、教育委員会の活動状況及び「第３次甲州市教育振興

基本計画」に掲載されました事務事業の執行状況についてとなります。 

        お手元の資料の２ページからが活動状況、１２ページからが施策の取組状況という形で記入

をさせていただいております。 

        最終の２０ページにつきましては、教育委員の皆様方から評価をいただきました結果につい

てまとめさせていただいたものでございます。 

        今回の報告をもちまして、市議会の９月定例会におきまして教育長から報告をさせていただ

くという流れになっております。 

        説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

 

教育長      教育委員会の事務に関する点検・評価につきましては、以上の報告でございますが、何かご

質問等ございますか。 

 

廣瀬委員    ２０ページ「甲州市教育委員会の事務の点検及び評価結果報告書」に、評価集計４．６とあ

りますが、どなたが評価したものなのですか。 

 

教育総務課長  昨年度末に教育長と４名の教育委員にそれぞれ点数をつけていただいて、その平均点を書き

入れさせていただきました。 

 

廣瀬委員    わかりました。ありがとうございます。 

 

教育長     他の質問はよろしいでしょうか。 

 

               「はい」の声 

 

教育長     それでは、報告第５号 令和６年度甲州市教育委員会の事務に関する点検・評価報告につい

ては、以上とさせていただきます。 

  

教育長     本日予定していた議事はすべて終了いたしました。 

次回 第８回定例教育委員会は、８月２０日午前９時３０分から、市役所２階 第一会議室で

の開催となります。 

 

                「はい」の声 

 

これをもちまして令和７年第７回定例教育委員会を閉会といたします。ありがとうございま

した。 


